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(57)【要約】
【課題】高品質の反射防止膜を無機系材料のハードコー
ト層に容易に成膜できる光学素子の提供。
【解決手段】無機系の透光性基材１１と、透光性基材１
１の主面に設けられ透光性基材１１よりも硬いハーコー
ト層ＨＣと、ハードコート層ＨＣの主面に設けられ、有
機ケイ素化合物、エポキシ基含有有機化合物及び中空シ
リカを含む有機系反射防止層１２とを備える。ハードコ
ート層ＨＣと、有機ケイ素化合物及び前記エポキシ基含
有有機化合物の少なくとも何れか一方とが共有結合して
いる。成膜時にハードコート層ＨＣの主面にゴミや塵等
が付着することがないので、有機系反射防止層１２に欠
陥が生じることを防止することができる。有機系反射防
止層１２は、その接触角が無機系材料の反射防止膜の接
触角より大きな値であるため、防塵効果が無機系の反射
防止膜より大きくなり、ゴミや塵等の付着がしにくいも
のとなる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無機系の透光性基材と、
　前記透光性基材の主面に設けられ、前記透光性基材よりも硬い無機系のハーコート層と
、
　前記ハードコート層の主面に設けられ、有機ケイ素化合物、エポキシ基含有有機化合物
及び中空シリカを含む有機系反射防止層と、を備え、
　前記ハードコート層と、前記有機ケイ素化合物及び前記エポキシ基含有有機化合物の少
なくとも何れか一方と、が共有結合していることを特徴とする光学素子。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記有機系反射防止層の厚さｄは、
　前記有機系反射防止層の屈折率をｎ、透過する光の波長をλとしたとき、
　ｄ＝λ／（４×ｎ）
を満足していることを特徴とする光学素子。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記有機系反射防止層の厚さｄは、
　　　　　　　　　６７ｎｍ≦ｄ≦１５１ｎｍ
であることを特徴とする光学素子。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれか１項において、
　前記透光性基材は、Ｓｉ基を含むことを特徴とする光学素子。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載の光学素子と、
　撮像素子と、
　前記撮像素子を収容する容器と、を備えていることを特徴とする撮像装置。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載の光学素子を備えていることを特徴とす
る電子機器。
【請求項７】
　無機系の透光性基材を準備し、前記透光性基材の主面に前記透光性基材よりも硬い無機
系のハードコート層を形成する工程と、
　有機ケイ素化合物、エポキシ基含有有機化合物及び中空シリカを含む溶液の入った溶液
槽を準備する工程と、
　前記浴槽内に前記ハードコート層が形成された前記透光性基材を浸漬し、前記ハードコ
ートに前記溶液を塗布する工程と、
　前記溶液が前記ハードコート層に塗布された前記透光性基材を加熱して、前記ハードコ
ート層と、前記有機ケイ素化合物及び前記エポキシ基含有有機化合物の少なくとも何れか
一方と、を共有結合させる工程と、を含むことを特徴とする光学素子の製造方法。
【請求項８】
　無機系の透光性基材を準備し、前記透光性基材の主面に前記透光性基材よりも硬い無機
系のハードコート層を形成する工程と、
　有機ケイ素化合物、エポキシ基含有有機化合物及び中空シリカを含む溶液を準備する工
程と、
　前記溶液を前記ハードコート層に塗布しスピンコートする工程と、
　前記溶液が前記ハードコート層にスピンコートされた前記透光性基材を加熱して、前記
ハードコート層と、前記有機ケイ素化合物及び前記エポキシ基含有有機化合物の少なくと
も何れか一方と、を共有結合させる工程と、を含むことを特徴とする光学素子の製造方法
。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は光学素子、光学素子を含む撮像装置及び電子機器、並びに、光学素子の製造方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラ等には撮像装置が使用される。この撮像装置は、容器の底部にＣＣＤ等
の撮像素子が設けられ、この撮像素子に対向して配置されたリッドが容器に取り付けられ
、リッドとともに光学ローパスフィルターが撮像素子に対向配置された構造である。
　リッドや光学ローパスフィルター等の光学素子には無機系材料からなる透光性基板に反
射防止膜が形成されているものがある。
　反射防止膜として、水晶の基材の上に、チタン及びランタンの混合酸化膜を主成分とす
る層とシリコン酸化膜を主成分とする層とを積層した無機材料からなる従来例（特許文献
１）がある。特許文献１では、真空蒸着法で無機系材料の反射防止膜が水晶の基材の上に
成膜される。
【０００３】
　さらに、従来例として、ガラスやプラスチックからなる基材の表面にシリカ粒子とオル
ガノポリシロキサンとの反応物からなる材料と、この材料が分散し硬化性シリコーン樹脂
を硬化させた薄膜とを有する反射防止膜（特許文献２）や、樹脂製の基材フィルムの一面
に高屈折率層が設けられ、この高屈折率層の上に中空シリカを含有する低屈折率層が設け
られた反射防止フィルム（特許文献３）や、透明プラスチック基材の片面にハードコート
膜、中空シリを含有した低屈折率層及び防汚層を順次積層し、ハードコート膜の表面をア
ルカリ処理した反射防止フィルム(特許文献４)や、さらに、二軸延伸ポリエチレンテレフ
タレートからなる基材フィルムの上にハードコート膜が設けられ、このハードコート膜の
上に、ジシラン化合物、シランカップリング剤で処理された中空シリカ粒子を含有する低
屈折率層が設けられた反射防止フィルム（特許文献５）がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－３２８７４号公報
【特許文献２】特開２０１１－８８７８７号公報
【特許文献３】特開２０１１－２３７８０２号公報
【特許文献４】特開２００２－２７７６０４号公報
【特許文献５】特開２００９－１５７２３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１では、反射防止膜の成膜のために真空蒸着法を用いるため、蒸着対象である
基材の治具へのセット、治具のドームへのセット、ドームの蒸着装置内への搬入、蒸着装
置内の真空引き、無機系反射防止膜の蒸着といった一連の作業が必要となる。特許文献１
では、このような一連の複雑で煩雑な工程が必要であるため、作業上の管理項目が多くな
り、成膜に手間がかかり、その結果として製造コストが大きなものになる問題があった。
その上、基材の治具へのセットから蒸着装置内での真空引きまでの作業時に発生するパー
ティクル、ゴミ、塵等に起因して欠陥のある反射防止膜が成膜されてしまうという不都合
が生じるという問題もあった。さらに、反射防止膜等の材料としてチタンとランタンとを
混合してなる混合酸化膜を使用する場合、前記混合酸化膜の中に不純物として放射線元素
であるウラン（Ｕ）、トリウム（Ｔｈ）が含まれていることがあり、これらの元素から放
出される放射線（α線）によって撮像素子の受光部に欠陥が生じる等の不都合が生じる問
題があった。さらに、成膜後に、反射防止膜を構成する例えば最表層に配置されているシ
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リコン酸化膜上にゴミや塵が付着するといった不都合があり、高い品質を維持できないと
いう問題があった。
【０００６】
　特許文献２は、分光特性の向上を狙ったものであり、特許文献１で生じる前述の不都合
を解決するものではない。しかも、特許文献２は反射防止膜が基材に直接設けられる構成
であって、ハードコート膜があることが前提とされていない。
　特許文献３は、低屈折率層が樹脂製のフィルム基材に設けられる構成であり、無機系材
料の透光性基板に成膜される反射防止膜ではない。
　特許文献４は、特許文献３と同様に、低屈折層が透明プラスチック基板に設けられる構
成であり、無機系材料の透光性基板に成膜される反射防止膜ではない。
　特許文献５は、特許文献４と同様に、低屈折率層が二軸延伸ポリエチレンテレフタレー
トからなる基材フィルムに設けられる構成であり、無機系材料の透光性基板に成膜される
反射防止膜ではない。
【０００７】
　本発明の目的は、高品質の反射防止層を無機系材料のハードコート層に容易に成膜でき
る光学素子、撮像装置、電子機器及び光学素子の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上記課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の形
態または適用例として実現することが可能である。
　［適用例１］
　本適用例に係わる光学素子は、無機系の透光性基材と、前記透光性基材の主面に設けら
れ、前記透光性基材よりも硬い無機系のハーコート層と、前記ハードコート層の主面に設
けられ、有機ケイ素化合物、エポキシ基含有有機化合物及び中空シリカを含む有機系反射
防止層と、を備え、前記ハードコート層と、前記有機ケイ素化合物及び前記エポキシ基含
有有機化合物の少なくとも何れか一方と、が共有結合していることを特徴とする。
　この構成の本適用例では、ハードコート層は無機系であるため、その表面には－ＯＨ基
が存在している。有機ケイ素化合物又はエポキシ基含有有機化合物は加水分解反応や縮合
反応の反応メカニズムを持っており、前記－ＯＨ基と同様の反応が行われることで、ハー
ドコート層と水素結合や共有結合することになる。さらに、中空シリカの有機系反射防止
層に対する比率や大きさを設定することで、有機系反射防止層の屈折率を所望の値とする
。
　従って、本適用例では、有機系反射防止層として無機系材料ではなく有機系材料を用い
ているため、成膜のために真空蒸着法を用いる必要がない。そのため、成膜時にハードコ
ート層の主面にゴミや塵等が付着する要素が大幅に減るため、成膜が確実に行えて反射防
止膜に欠陥が生じることを防止することができる。さらに、有機系反射防止層は無機系材
料の反射防止層に比べて接触角が大きいので、成膜後において、有機系反射防止層にゴミ
や塵等の付着が少なくなり、防塵性能を高いものにできる。また、有機系反射防止層は有
機系材料からなり、チタン及びランタンの混合酸化膜を含まないから、材料中に不純物と
して放射線元素であるウラン（Ｕ）、トリウム（Ｔｈ）が含まれないことになり、これら
の元素から放出される放射線（α線）によって光学素子に近接配置される電子機器、例え
ば、撮像装置に悪影響を及ぼすことがない。
【０００９】
　［適用例２］
　本適用例に係わる光学素子は、前記有機系反射防止層の厚さｄは、前記有機系反射防止
層の屈折率をｎ、透過する光の波長をλとしたとき、ｄ＝λ／（４×ｎ）を満足している
ことを特徴とする。
　この構成の本適用例では、ｄ＝λ／（４×ｎ）という、薄膜設計における式に基づいて
有機系反射防止層の厚さを設定するため、反射防止効果の高い有機系反射防止層を提供す
ることができる。
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【００１０】
　［適用例３］
　本適用例に係わる光学素子は、前記有機系反射防止層の厚さｄは、６７ｎｍ≦ｄ≦１５
１ｎｍであることを特徴とする。
　この構成の本適用例では、ピックアップ装置、液晶プロジェクター、カメラ等の種々の
電子機器で使用される光の波長帯を考慮し、有機系反射防止層の厚さを適正な値とした。
そのため、それぞれの機器で用いられる光学素子の反射防止効果を高いものにできる。
【００１１】
　［適用例４］
　本適用例に係わる光学素子は、前記透光性基材は、Ｓｉ基を含むことを特徴とする。
　この構成の本適用例では、種々の光学製品において、透光性基材の無機系材料として、
Ｓｉ基を含む材料、例えば、水晶、リチウムナイオベート及びガラスという入手しやすい
材料を選択したので、光学素子を容易に製造することができる。
【００１２】
　［適用例５］
　本適用例に係わる撮像装置は、光学素子と、撮像素子と、前記撮像素子を収容する容器
と、を備えていることを特徴とする。
　この構成の本適用例では、撮像装置を前述の効果を有する光学素子を備えた構成とする
ため、光学素子の欠陥に起因する撮像素子への欠陥写りこみが大幅に減り、ゴミや塵等が
撮像素子に写り込まない高品質の撮像装置を提供することができる。
【００１３】
　［適用例６］
　本適用例に係わる電子機器は、光学素子を備えたことを特徴とする。
　この構成の本適用例では、電子機器を前述の効果を有する光学素子を備えた構成とする
ので、ゴミや塵等が写り込まない高品質の電子機器を提供することができる。
【００１４】
　［適用例７］
　本適用例に係わる光学素子の製造方法は、無機系の透光性基材を準備し、前記透光性基
材の主面に前記透光性基材よりも硬い無機系のハードコート層を形成する工程と、有機ケ
イ素化合物、エポキシ基含有有機化合物及び中空シリカを含む溶液の入った溶液槽を準備
する工程と、前記浴槽内に前記ハードコート層が形成された前記透光性基材を浸漬し、前
記ハードコートに前記溶液を塗布する工程と、前記溶液が前記ハードコート層に塗布され
た前記透光性基材を加熱して、前記ハードコート層と、前記有機ケイ素化合物及び前記エ
ポキシ基含有有機化合物の少なくとも何れか一方と、を共有結合させる工程と、を含むこ
とを特徴とする。
　この構成の本適用例では、ハードコート層が設けられた透光性基材を溶液に浸漬すると
いうディップコート法で透光性基材に有機系反射防止層を成膜するので、無機系反射防止
層を成膜するために用いられる真空蒸着法に比べて、成膜作業の管理等が簡単となり、光
学素子を安価にかつ欠陥を少なく製造することができる。
【００１５】
　［適用例８］
　本適用例に係わる発明は、無機系の透光性基材を準備し、前記透光性基材の主面に前記
透光性基材よりも硬い無機系のハードコート層を形成する工程と、有機ケイ素化合物、エ
ポキシ基含有有機化合物及び中空シリカを含む溶液を準備する工程と、前記溶液を前記ハ
ードコート層に塗布しスピンコートする工程と、前記溶液が前記ハードコート層にスピン
コートされた前記透光性基材を加熱して、前記ハードコート層と、前記有機ケイ素化合物
及び前記エポキシ基含有有機化合物の少なくとも何れか一方と、を共有結合させる工程と
、を含むことを特徴とする。
　この構成の本適用例では、透光性基材と一体になっている前記ハードコート層に溶液を
滴下し、回転させるハードコート層にスピンコート法で有機系反射防止層を成膜するので



(6) JP 2013-218172 A 2013.10.24

10

20

30

40

50

、ディップコート法と同様に、光学素子を安価にかつ欠陥が少なく容易に製造することが
できる他、ディップコート法に比べて、有機系反射防止層の膜厚調整が容易に行える。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施形態の光学素子の一部を拡大した断面図。
【図２】有機系反射防止層の使用する光の波長帯の波長λと反射率Ｒ（％）との関係を示
すグラフ。
【図３】光学素子を製造する一つの例を説明するための概略図。
【図４】光学素子を製造する他の例を説明するための概略図。
【図５】実施形態の光学素子が組み込まれた撮像装置を示す概略図。
【図６】実施形態の光学素子が組み込まれた電子機器の一例を示す概略図。
【図７】実施形態の光学素子が組み込まれた電子機器の一例を示す概略図。
【図８】実施形態の光学素子が組み込まれた電子機器の一例を示す概略図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
　図１には実施形態にかかる光学素子１の要部断面が示されている。
　図１において、光学素子１は、透光性基材１１と、透光性基材１１の主面に設けられる
ハードコート層ＨＣと、ハードコート層ＨＣの主面に設けられる有機系反射防止層１２と
備えて構成されている。有機系反射防止層１２は透光性基材１１の２つの主面のうち一方
あるいは双方に設けられている。
　本実施形態では、有機系反射防止層１２の上に撥水膜１３が設けられるものでもよい。
　光学素子１は、デジタルカメラの撮像装置に用いられる複屈折板、リッド、カバーガラ
ス、あるいは、液晶プロジェクター並びにピックアップ装置に用いられる波長板、防塵ガ
ラス、その他の光学素子である。
【００１８】
（１．透光性基材）
　透光性基材１１は無機系材料からなる板状部材である。
　無機系材料として、水晶、リチウムナイオベート（ＬｉＮｂＯ３）、サファイヤ、ＢＢ
Ｏ、方解石、ＹＶＯ４、ガラスのいずれかを例示できる。ガラスには、ＢＫ７等の光学ガ
ラス、白板ガラス、ホウケイ酸ガラス、青板ガラスを例示できる。
　有機系反射防止層１２は、有機ケイ素化合物、エポキシ基含有有機化合物及び中空シリ
カを含有し、シロキサン（Ｓｉ－Ｏ）結合を含む原子構造を有するＳｉ骨格と、前記Ｓｉ
骨格に結合する脱離基とを含み、前記Ｓｉ骨格のうち前記脱離基が脱離したＳｉ骨格の未
結合手が活性手となってシロキサン結合又は共有結合で透光性基材１１の主面と接合する
ものである。
【００１９】
（２．ハードコート層）
　ハードコート層ＨＣは、透光性基材１１の上に形成される。ハードコート層ＨＣは、少
なくとも以下の「Ｈ１成分」と、「Ｈ２成分」とを有する。
「Ｈ１成分」；ルチル型の結晶構造を有する酸化チタンを含有する金属酸化物粒子
「Ｈ２成分」；一般式：Ｒ1ＳｉＸ1

3で示される有機ケイ素化合物（式中、Ｒ1は重合可能
な反応基を有する炭素数が２以上の有機基、Ｘ1は、加水分解性基を表す）
　「Ｈ１成分」としては、例えば、酸化チタン及び酸化スズ、又は酸化チタン、酸化スズ
及び酸化ケイ素からなるルチル型の結晶構造を有する複合酸化物を含む平均粒径１ｎｍ以
上２００ｎｍ以下の無機酸化物微粒子を挙げることができ、「Ｈ２成分」は、一般式：Ｒ
1ＳｉＸ1

3で表される有機ケイ素化合物（式中、Ｒ1は重合可能な反応基を有する炭素数が
２以上の有機基、Ｘ1は加水分解性基を表す）が挙げられる。
【００２０】
　ハードコート層ＨＣは、干渉縞を抑制する目的で、透光性基材１１と同程度の屈折率が
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要求される。ハードコート層ＨＣの高屈折率化への対応は、高屈折率を有する無機酸化物
微粒子を用いる方法が一般的であり、具体的には、Ａｌ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｔａ、ＣＥ、Ｌａ
、ＦＥ、Ｚｎ、Ｗ、Ｚｒ、Ｉｎ、Ｔｉから選ばれる１種又は２種以上の金属の酸化物（こ
れらの混合物を含む）、及び／又は２種以上の金属を含む複合酸化物からなる無色透明の
無機酸化物微粒子が用いられる。
【００２１】
　このうち、屈折率、透明性、分散安定性等の点から酸化チタンを含有する無機酸化物微
粒子が一般的に用いられるが、酸化チタンは、光（紫外線）エネルギーを受けると活性を
帯び、強い酸化分解力により、有機物を分解するという特性を有するので、酸化チタンが
ハードコート層の構成成分として含有されている場合、光活性によりもう一つの主構成成
分であるシランカップリング剤等の有機物を分解して、ハードコート層のクラックや膜ハ
ガレを発生させ、耐久品質が低下する傾向にある。そのため、本実施形態では、ルチル型
の結晶構造を有する酸化チタンを含有する金属酸化物を用いることが好ましい。酸化チタ
ンを含有する金属酸化物の結晶構造をアナターゼ型に代えてルチル型にすることによって
耐候性や耐光性がより向上し、かつ屈折率はアナターゼ型の結晶よりもルチル型の結晶の
方が高いので、比較的屈折率の高い無機酸化物微粒子が得られる。
【００２２】
　ルチル型の結晶構造を有する酸化チタンは、アナターゼ型の酸化チタンが光（紫外線）
エネルギーを受けると活性を帯び、強い酸化分解力により、有機物を分解するという特性
を有するのと異なり、このような光活性が低い。これは、光（紫外線）を照射すると酸化
チタンの価電子帯の電子が励起されて、ＯＨフリーラジカルとＨＯ2フリーラジカルがで
き、この強力な酸化力により有機物を分解するが、アナターゼ型酸化チタンよりルチル型
酸化チタンの方が熱エネルギー的に安定であるため、フリーラジカルの生成量が極めて少
ないためである。よって、ルチル型の結晶構造の酸化チタンを配合したハードコート層Ｈ
Ｃが耐候性や耐光性に優れているため、有機薄膜で構成される反射防止膜１２がハードコ
ート層ＨＣによって変質されるおそれがなく、耐候性や耐光性に優れた光学素子１が得ら
れる。
【００２３】
　ルチル型の結晶構造を有する酸化チタンを得る手法として、酸化スズとの複合酸化物、
さらに酸化ケイ素を加えた複合酸化物とすることが好ましい。酸化スズとの複合酸化物を
加えた場合、無機酸化物微粒子中に含まれる酸化チタン及び酸化スズの量は、酸化チタン
をＴｉＯ2に換算し、酸化スズをＳｎＯ2に換算したとき、ＴｉＯ2／ＳｎＯ2の重量比が１
／３以上２０／１以下、好ましくは１．５／１以上１３／１以下の範囲にあることが望ま
しい。
　ＳｎＯ2の量を上記重量比の範囲よりも少なくしていくと、結晶構造がルチル型からア
ナターゼ型にシフトしていき、ルチル型の結晶とアナターゼ型の結晶を含む混晶になる、
あるいはアナターゼ型の結晶となる。また、ＳｎＯ2の量を上記重量比の範囲よりも多く
していくと、酸化チタンのルチル型結晶と酸化スズのルチル型結晶の中間にあるルチル型
の結晶構造となり、いわゆる酸化チタンのルチル型結晶とは異なる結晶構造を示すように
なり、しかも得られる無機酸化物微粒子の屈折率も低下する。
【００２４】
　酸化スズとの複合酸化物、さらに酸化ケイ素を加えた複合酸化物を加えた場合、無機酸
化物微粒子中に含まれる酸化チタン、酸化スズ、及び酸化ケイ素の量は、酸化チタンをＴ
ｉＯ2に換算し、酸化スズをＳｎＯ2に換算し、酸化ケイ素をＳｉＯ2に換算したとき、Ｔ
ｉＯ2／ＳｎＯ2の重量比が１／３以上２０／１以下、好ましくは１．５／１以上１３／１
以下の範囲にあり、かつ（ＴｉＯ2＋ＳｎＯ2）／ＳｉＯ2の重量比が５５／４５以上９９
／１以下、好ましくは７０／３０以上９８／２以下の範囲にあることが望ましい。
　ＳｎＯ2の含有量については、酸化スズとの複合酸化物を加えた場合と同様であるが、
これに酸化ケイ素を含ませることにより、得られる無機酸化物微粒子の安定性と分散性を
向上させることができる。
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【００２５】
　前記核粒子中に含まれる酸化チタン及び酸化スズ、又は酸化チタン、酸化スズ及び酸化
ケイ素の含有量については、上記に示した場合と同様であるが、被覆層に含まれる酸化ケ
イ素と酸化ジルコニウム及び酸化アルミニウムの含有量は、用いる複合酸化物の組み合わ
せにより、以下の（ａ）～（ｃ）に示す範囲から選択することが好ましい。
（ａ）被覆層が酸化ケイ素と酸化ジルコニウムの複合酸化物で形成される場合、被覆層に
含まれる酸化ケイ素と酸化ジルコニウムの量は、酸化ケイ素をＳｉＯ2に換算し、酸化ジ
ルコニウムをＺｒＯ2に換算したとき、ＳｉＯ2／ＺｒＯ2の重量比が５０／５０以上９９
／１以下、好ましくは６５／３５以上９０／１０以下の範囲にあることが望ましい。
　ＺｒＯ2の量が上記重量比の範囲より多くなると、フリーラジカルをトラップすること
のできるＺｒ原子は増加するが、被覆層にひずみが生じて緻密な被覆層が形成されないた
め、核粒子で生成したフリーラジカルが無機酸化物微粒子の表面に出てきて、有機物の酸
化を招くことになる。また、ＺｒＯ2の量が上記重量比の範囲より少なくなると、緻密な
被覆層はでき易くなるが、フリーラジカルをトラップするためのＺｒ原子が少ないため、
核粒子で生成したフリーラジカルが無機酸化物微粒子の表面に出てきて、有機物の酸化を
招くことになる。
（ｂ）被覆層が酸化ケイ素と酸化アルミニウムの複合酸化物で形成される場合、被覆層に
含まれる酸化ケイ素と酸化アルミニウムの量は、酸化ケイ素をＳｉＯ2に換算し、酸化ア
ルミニウムをＡｌ2Ｏ3に換算したとき、ＳｉＯ2／Ａｌ2Ｏ3の重量比が６０／４０以上９
９／１以下、好ましくは６８／３２以上９５／５以下の範囲にあることが望ましい。
　Ａｌ2Ｏ3の量が上記範囲より多くなると、フリーラジカルをトラップすることのできる
Ａｌ原子は増加するが、緻密な被覆層ができないため、核粒子で生成したフリーラジカル
が無機酸化物微粒子の表面に出てきて、有機物の酸化を招くことになる。また、Ａｌ2Ｏ3

の量が上記範囲より少なくなると、緻密な被覆層はでき易くなるが、フリーラジカルをト
ラップするためのＡｌ原子が少ないため、核粒子で生成したフリーラジカルが無機酸化物
微粒子の表面に出てきて、有機物の酸化を招くことになる。
（ｃ）被覆層が酸化ケイ素と酸化ジルコニウム及び酸化アルミニウムの複合酸化物で形成
される場合、被覆層に含まれる酸化ケイ素と酸化ジルコニウム及び酸化アルミニウムの量
は、酸化ケイ素をＳｉＯ2に換算し、酸化ジルコニウムをＺｒＯ2に換算し、酸化アルミニ
ウムをＡｌ2Ｏ3に換算したとき、ＳｉＯ2／（ＺｒＯ2＋Ａｌ2Ｏ3）の重量比が９８／２以
上６／４以下、好ましくは９５／５以上７／３以下の範囲にあることが望ましい。
　ＺｒＯ2とＡｌ2Ｏ3の合計量が上記重量比の範囲より多くなると、フリーラジカルをト
ラップすることのできるＺｒ原子とＡｌ原子の合計量は増加するが、緻密な被覆層ができ
ないため、核粒子で生成したフリーラジカルが無機酸化物微粒子の表面に出てきて、有機
物の酸化を招くことになる。また、ＺｒＯ2とＡｌ2Ｏ3の合計量が上記重量比の範囲より
少なくなると、緻密な被覆層はでき易くなるが、フリーラジカルをトラップするためのＺ
ｒ原子とＡｌ原子の合計量が少ないため、核粒子で生成したフリーラジカルが無機酸化物
微粒子の表面に出てきて、有機物の酸化を招くことになる。また、被覆層の厚さは、核粒
子で生成したフリーラジカルが無機酸化物微粒子の表面に出てきて、有機物の酸化を招く
ことを防ぐ観点から、０．０２ｎｍ以上２．２７ｎｍ以下、好ましくは０．１６ｎｍ以上
１．１４ｎｍ以下の範囲にあることが望ましい。
【００２６】
　なお、ここでいう核粒子を構成する複合酸化物は、酸化チタン及び酸化スズからなる複
合固溶体酸化物（ドープされた複合酸化物を含む）及び／又は複合酸化物クラスター、或
いは酸化チタン、酸化スズ及び酸化ケイ素からなる複合固溶体酸化物（ドープされた複合
酸化物を含む）及び／又は複合酸化物クラスターを意味する。また、核粒子及び／又は被
覆層を構成する複合酸化物は、末端にＯＨ基を有する複合含水酸化物であってもよく、さ
らに複合含水酸化物を一部含むものであってもよい。
　酸化チタンを含有する無機酸化物微粒子の平均粒径は、１ｎｍ以上２００ｎｍ以下、好
ましくは５ｎｍ以上３０ｎｍ以下の径の範囲が望ましい。平均粒径が１ｎｍ未満であると
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、プラスチックレンズ基材上にハードコート層を形成するための乾燥過程で、粒子同士が
ブリッジ化して均一に収縮しなくなり、さらにはその収縮率も低下して、充分な膜硬度を
有するハードコート層が得られなくなる。一方、平均粒径が２００ｎｍを超えると、ハー
ドコート層ＨＣが白色化し、光学部品の用途には適さなくなる。
　また、ルチル型の結晶構造を有する酸化チタンを含有する無機酸化物微粒子は単独で用
いても良く、あるいは他の無機酸化物粒子と併用してもよい。他の無機酸化物粒子として
は、Ｓｉ，Ａｌ，Ｓｎ，Ｓｂ，Ｔａ，ＣＥ，Ｌａ，ＦＥ，Ｚｎ，Ｗ，Ｚｒ，Ｉｎから選ば
れる１種又は２種以上の金属の酸化物（これらの混合物を含む）、及び／又は２種以上の
金属を含む複合酸化物からなる無機酸化物微粒子を例示することができる。
【００２７】
　無機酸化物微粒子の具体的な例としては、平均粒径１ｎｍ以上２００ｎｍ以下のルチル
型の結晶構造を有する酸化チタンを含有する無機酸化物微粒子が、例えば水、アルコール
系もしくはその他の有機溶媒にコロイド状に分散した分散媒である。市販品の分散媒とし
ては、酸化チタン及び酸化スズ、又は酸化チタン、酸化スズ及び酸化ケイ素からなるルチ
ル型の結晶構造を有する複合酸化物の核粒子の表面を、酸化ケイ素と酸化ジルコニウム及
び／又は酸化アルミニウムからなる複合酸化物の被覆層で被覆した平均粒径８～１０ｎｍ
の無機酸化物微粒子を含むコーティング用の分散ゾル（触媒化成工業（株）製、オプトレ
イク）等を挙げることができる。
　さらにハードコート層用組成物での分散安定性を高めるために、これらの無機酸化物微
粒子表面を有機ケイ素化合物またはアミン系化合物、さらには酒石酸、リンゴ酸等のカル
ボン酸で処理したものを使用することも可能である。この際に用いられる有機ケイ素化合
物としては、単官能性シラン、二官能性シラン、三官能性シラン、四官能性シラン等が挙
げられる。また、処理に際しては加水分解性基を未処理で行う、あるいは加水分解して行
ってもよい。さらに加水分解処理後は、加水分解性基が微粒子の－ＯＨ基と反応した状態
が好ましいが、一部残存した状態でも安定性には何ら問題がない。
　また、アミン系化合物としてはアンモニウムまたはエチルアミン、トリエチルアミン、
イソプロピルアミン、ｎ－プロピルアミン等のアルキルアミン、ベンジルアミン等のアラ
ルキルアミン、ピペリジン等の脂環式アミン、モノエタノールアミン、トリエタノールア
ミン等のアルカノールアミンが挙げられる。
　無機酸化物微粒子の種類や配合量は、目的とする硬度や屈折率等により決定されるもの
であるが、配合量はハードコート組成物中の固形分の５重量％以上８０重量％以下、特に
１０重量％以上５０重量％以下の範囲であることが望ましい。配合量が少なすぎると、コ
ーティング膜の耐摩耗性が不十分となる場合がある。一方、配合量が多すぎると、コーテ
ィング膜にクラックが生じ、染色性も不十分となる場合がある。
【００２８】
　次に「Ｈ２成分」について説明する。「Ｈ２成分」は、ハードコート層ＨＣのバインダ
ー剤としての役割を果たす。「Ｈ２成分」の一般式中、Ｒ1は、重合可能な反応基を有す
る有機基であり、炭素数は２以上である。Ｒ1はビニル基、アリル基、アクリル基、メタ
クリル基、１－メチルビニル基、エポキシ基、メルカプト基、シアノ基、イソシアノ基、
アミノ基等の重合可能な反応基を有する。また、Ｘ1は、加水分解可能な官能基であり、
例えば、メトキシ基、エトキシ基、メトキシエトキシ基等のアルコキシ基、クロロ基、ブ
ロモ基等のハロゲン基、アシルオキシ基等があげられる。
　「Ｈ２成分」の有機ケイ素化合物としては、例えば、ビニルトリアルコキシシラン、ビ
ニルトリクロロシラン、ビニルトリ（β－メトキシ－エトキシ）シラン、アリルトリアル
コキシシラン、アクリルオキシプロピルトリアルコキシシラン、メタクリルオキシプロピ
ルトリアルコキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリアルコキシシラン、β－（３，
４－エポキシシクロヘキシル）－エチルトリアルコキシシラン、メルカプトプロピルトリ
アルコキシシラン、γ－アミノプロピルトリアルコキシシラン等があげられる。この「Ｂ
成分」の有機ケイ素化合物は、２種類以上を混合して用いてもよい。
【００２９】
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　そして、「Ｈ１成分」を「Ｈ２成分」と混合して、ハードコート層用組成物を製造する
際には、「Ｈ１成分」が分散したゾルと、「Ｈ２成分」とを混合することが好ましい。「
Ｈ１成分」の配合量は、ハードコート層ＨＣの硬度や、屈折率等により決定されるもので
あるが、組成物中の固形分の５重量％以上８０重量％以下、特に１０重量％以上６０重量
％以下であることが好ましい。配合量が少なすぎると、ハードコート層ＨＣの耐磨耗性が
不十分となり、配合量が多すぎると、ハードコート層ＨＣにクラックが生じることがある
。
　さらに、ハードコート層ＨＣに硬化触媒を添加してもよい。硬化触媒としては、例えば
、過塩素酸、過塩素酸アンモニウム、過塩素酸マグネシウム等の過塩素酸類、Ｃｕ（II）
、Ｚｎ（II）、Ｃｏ（II）、Ｎｉ（II）、ＢＥ（II）、ＣＥ（III）、Ｔａ（III）、Ｔｉ
（III）、Ｍｎ（III）、Ｌａ（III）、Ｃｒ（III）、Ｖ（III）、Ｃｏ（III）、ＦＥ（II
I）、Ａｌ（III）、ＣＥ（IV）、Ｚｒ（IV）、Ｖ（IV）等を中心金属原子とするアセチル
アセトナート、アミン、グリシン等のアミノ酸、ルイス酸、有機酸金属塩等が挙げられる
。このうち好ましい硬化触媒としては、過塩素酸マグネシウム、Ａｌ（III），ＦＥ（III
）を中心金属原子とするアセチルアセトナートが挙げられる。特に、ＦＥ（III）を中心
金属原子とするアセチルアセナートを使用することが最も好ましい。 硬化触媒の添加量
は、ハードコート液の固形分濃度の０．０１重量％以上５．０重量％以下の範囲内が望ま
しい。
　このようにして得られるハードコート層用組成物は、必要に応じ、溶剤に希釈して用い
ることができる。溶剤としては、アルコール類、エステル類、ケトン類、エーテル類、芳
香族類等の溶剤が用いられる。ハードコート層形成用のコーティング用組成物は、必要に
応じて、少量の金属キレート化合物、界面活性剤、帯電防止剤、紫外線吸収剤、酸化防止
剤、分散染料、油溶染料、顔料、フォトクロミック化合物、ヒンダードアミン、ヒンダー
ドフェノール系等の耐光耐熱安定剤等を添加し、コーティング液の塗布性、硬化速度およ
び硬化後の被膜性能を改良することもできる。
　なお、本実施形態では、透光性基材１１とハードコート層ＨＣとの間にプライマー層を
設けてもよい。
【００３０】
（３．有機系反射防止層）
　有機系反射防止層１２は、ハードコート層ＨＣの主面に直接形成される。
　有機系反射防止層１２は、透光性基材１１の屈折率よりも０．１０以上低い屈折率を有
する有機薄膜であり、少なくとも「Ａ１成分」；一般式、ＸｍＲ2

３－ｍＳｉ－Ｙ－Ｓｉ
Ｒ2

３－ｍＸｍで表される有機ケイ素化合物（Ｒ2は炭素数１～６の一価炭化水素基。Ｙは
フッ素原子を１個以上含有する二価有機基。Ｘは加水分解性基。ｍは１～３の整数である
。）、「Ａ２成分」；分子中に１個以上のエポキシ基を含有するエポキシ基含有有機化合
物、及び「Ａ３成分」；平均粒径２０ｎｍ以上１５０ｎｍ以下のシリカ系微粒子を有する
。
【００３１】
　「Ａ１成分」は、一般式、ＸｍＲ2

３－ｍＳｉ－Ｙ－ＳｉＲ2
３－ｍＸｍで表される有機

ケイ素化合物であるが、式中のＹは、フッ素原子を１個以上有する二価有機基であり、フ
ッ素原子の個数は好ましくは４～５０個、特に好ましくは4～２４個とする。特に、反射
防止性、防汚性、撥水性等の諸機能を良好に発現させるためには、フッ素原子を多量に含
有していることが好ましいが、多すぎると、架橋密度が低下するため十分な耐擦傷性が得
られない場合が生ずる。従って、Ｙとしては下記の構造のものが好ましい。
－ＣＨ２ＣＨ２（ＣＦ２）ｎＣＨ２ＣＨ２－
－Ｃ２Ｈ４－ＣＦ（ＣＦ３）－（ＣＦ２）ｎ－ＣＦ（ＣＦ３）－Ｃ２Ｈ４－
　上記構造中のｎとしては２～２０の値を満たす必要があるが、より好ましくは２～１２
、特に好ましくは４～１０の範囲を満たすのがよい。これより少ないと、反射防止性、防
汚性、撥水性等の諸機能、及び耐薬品性を十分に得ることができない場合があり、多すぎ
ると、架橋密度が低下するため十分な耐擦傷性が得られない場合が生ずる。
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　なお、本実施形態では、「Ａ１成分」において、フッ素原子を含まないものとしてもよ
い。
　Ｒ2は、炭素数１～６の一価炭化水素基を表すが、具体的には、メチル基、エチル基、
プロピル基、ブチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基等のアルキル基、フェニル基等を
例示することができる。良好な耐擦傷性を得るには、メチル基が好ましい。
　ｍは１～３の整数であるが、好ましくは２又は３とするものであり、特に高硬度な被膜
にするにはｍ＝３とするのが好ましい。
　Ｘは、加水分解性基を表す。具体例としては、Ｃｌなどのハロゲン原子、ＯＲＸ（ＲＸ
は炭素数１～６の一価炭化水素基）で示されるオルガノオキシ基、特にメトキシ基、エト
キシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基などのアルコキシ基、イソプロペ
ノキシ基などのアルケノキシ基、アセトキシ基等のアシルオキシ基、メチルエチルケトキ
シム基等のケトオキシム基、メトキシエトキシ基等のアルコキシアルコキシ基などを挙げ
ることができる。これらの中でアルコキシ基が好ましく、特にメトキシ基、エトキシ基の
シラン化合物が取り扱い易く、加水分解時の反応の制御もし易いため、好ましい。
　このような「Ａ１成分」の具体例としては、例えば下記のものが挙げられる。
【００３２】
【化１】

【００３３】
　「Ａ１成分」は、有機系反射防止層１２を形成する反射防止膜用組成物中の樹脂成分全
量に対して６０重量％以上９９重量％以下の範囲、好ましくは６０重量％以上９０重量％
以下の範囲で含有されるものであり、このため「Ａ１成分」の有機ケイ素化合物による被
膜の耐薬品性の向上をなすことができる。
　「Ａ２成分」である分子中に１個以上のエポキシ基を含有するエポキシ基含有有機化合
物としては、適宜のものを用いることができる。組成物中において樹脂成分全量に対して
５重量％以上２０重量％以下の範囲で含有させることが好ましく、この範囲よりも少ない
と被膜の耐クラック性及び透光性基材１１との密着性を十分に向上することができず、ま
たこの範囲より多いと、また被膜の耐摩耗性が低下するおそれがある。
　エポキシ基含有有機化合物としては、好ましくは一般式Ｒ3ｎＲ4ｐＳｉＺ４－〔ｎ＋ｐ

〕〔Ｒ3，Ｒ4は炭素数１～１６の有機基であり、少なくとも一方はエポキシ基を含む。Ｚ
は加水分解性基。ｎ，ｐは０～２の整数であって１≦ｎ＋ｐ≦３である。〕で表される化
合物と、下記一般式（１）で示される化合物とから選ばれるものを用いるものであり、こ
のような化合物から一種又は複数種を用いることができる。この場合、被膜の耐薬品性及
び耐摩耗性を低下させることなく、耐クラック性を更に向上することができる。これらの
化合物の合計の含有量は、樹脂成分全量に対して１重量％以上２０重量％以下の範囲であ
ることが好ましく、この含有量が過小であると耐クラック性の向上を十分になすことがで
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れがある。
【００３４】
【化２】

【００３５】
　上記一般式Ｒ3ｎＲ4ｐＳｉＺ４－〔ｎ＋ｐ〕で表される化合物としては、透光性基材１
１への付着性、得られる膜の硬度及び低反射性、組成物の寿命等の目的に応じて適宜選択
されるが、例えば、グリシドキシメチルトリメトキシシラン、グリシドキシメチルトリエ
トキシシラン、α－グリシドキシエチルトリメトキシシラン、α－グリシドキシエチルト
リエトキシシラン、β－グリシドキシエチルトリエトキシシラン、β－グリシドキシプロ
ピルトリメトキシシラン、α－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、α－グリシド
キシプロピルトリエトキシシラン、β－グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、γ－
グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、（3,4－エポキシシクロヘキシル）メチルト
リメトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルビニルジエトキシシラン、γ－グリシドキ
シプロピルフェニルジエトキシシラン、δ－（3,4－エポキシシクロヘキシル）ブチルト
リエトキシシラン等が挙げられる。
　また、上記一般式（１）で示される化合物では、式中のＲ5～Ｒ16はメチル基等の適宜
の炭化水素基などの有機基を挙げることができる。また、このＲ5～Ｒ16のうち少なくと
も一つはエポキシ基を含むものであり、例えば下記構造を有するものを挙げることができ
る。
【００３６】
【化３】

【００３７】
　このような一般式（１）で示される化合物の具体例としては、例えば下記に示すものを
挙げることができる。
【００３８】
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【００３９】
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【００４０】
　エポキシ基含有有機化合物としては、一般式Ｒ3ｎＲ4ｐＳｉＺ４－〔ｎ＋ｐ〕、及び一
般式（１）に示すもののほか、適宜のエポキシ化合物を用いることもできる。このような
エポキシ化合物としては、例えば下記に示すものを挙げることができる。
【００４１】
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【化６】

【００４２】
　「Ａ３成分」のシリカ系微粒子は、低屈折率化のために、例えば内部に空洞ないし空隙
が形成されている中空シリカ系微粒子からなるシリカゾルを用いる。シリカ系微粒子の内
部空洞内にシリカよりも屈折率が低い気体または溶媒が包含されることによって、空洞の
ないシリカ系微粒子に比べてより屈折率が低減し、有機系反射防止層１２の低屈折率化が
達成される。
　内部に空洞を有するシリカ系微粒子は、平均粒径が２０ｎｍ以上１５０ｎｍ以下、好ま
しくは、４０ｎｍ以上６０ｎｍ、最適値が５０ｎｍにあり、かつ屈折率ｎが１．１６～１
．３９の範囲にあるものを使用する。粒子の平均粒径が２０ｎｍ未満になると、粒子内部
の空隙率が小さくなって、所望の低屈折率が得られなくなる。平均粒径が１５０ｎｍを超
えると、有機薄膜のヘーズが増加するので好ましくない。
【００４３】
　有機系反射防止層１２の反射防止膜用組成物において、微粒子として「Ａ３成分」以外
に他の微粒子を併用することも可能である。それらの微粒子の添加総量としてはその他の
樹脂成分との重量割合は、特に限定されるものではないが、微粒子／その他の成分（固形
分）＝８０／２０以上１０／９０以下の範囲になるように設定するのが好ましい。微粒子
が８０より多いと、反射防止膜用組成物によって得られる硬化被膜の機械的強度が低下す
るおそれがあり、逆に中空微粒子が１０より少ないと、硬化被膜の低屈折率を発現させる
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　また、上記成分のほかに有機系反射防止層１２の反射防止膜用組成物中に併用可能な有
機ケイ素化合物としては、テトラエトキシシラン等のシリケート類、メチルトリメトキシ
シラン、ヘキシルトリメトキシシラン、デシルトリメトキシシラン等のアルキルシラン類
、フェニルトリメトキシシラン等のフェニルシラン類、γ－アミノプロピルトリエトキシ
シラン、γ－メルカプトプロピルトリメトキシシラン等のシランカップリング剤類等の各
種化合物を挙げることができる。
　これらの有機ケイ素化合物は、樹脂成分全量に対して２０重量％以下とすることが好ま
しい。この含有量が過剰であると被膜の耐クラック性が低下したり親水性が高くなり耐薬
品性が低下したりするおそれがある。
【００４４】
　また、他の有機ケイ素化合物としては、一般式ＲＦ－ＳｉＸ3〔ＲＦはフッ素原子を一
個以上含有する一価有機基。Ｘは加水分解性基。〕で示されるフッ化アルキル基含有アル
コキシシランを含有させることもできる。このようなものを含有させると、形成される被
膜の屈折率を更に低減させることができる。
　一般式ＲＦ－ＳｉＸ3において、ＲＦにおけるフッ素原子の数は３～２５個であること
が好ましい。中でも、下記のような構造単位は、極性部分を含んでいないため特に好まし
い。
ＣＦ３Ｃ２Ｈ４－
ＣＦ３（ＣＦ２）３Ｃ２Ｈ４－
ＣＦ３（ＣＦ２）７Ｃ２Ｈ４－
【００４５】
　加水分解性基であるＸは、「Ａ１成分」におけるものと同様とすることができる。
　このような一般式ＲＦ－ＳｉＸ3に示すフッ化アルキル基含有アルコキシシランとして
は、例えば下記に示すものが挙げられる。
ＣＦ３Ｃ２Ｈ４－Ｓｉ（ＯＣＨ３）３

ＣＦ３（ＣＦ２）３Ｃ２Ｈ４－Ｓｉ（ＯＣＨ３）３

ＣＦ３（ＣＦ２）７Ｃ２Ｈ４－Ｓｉ（ＯＣＨ３）３

　この一般式ＲＦ－ＳｉＸ3で示されるフッ化アルキル基含有アルコキシシランとその加
水分解物（部分加水分解物）の含有量は適宜調整されるが、添加量が多くなると被膜の耐
擦傷性が低下することから、組成物中の樹脂成分全量に対して１～３０重量％の範囲とす
ることが好ましく、特に１０重量％以下が好ましい。
　また、他の有機ケイ素化合物としては、下記一般式に示すジアルキルシロキシ系の加水
分解性オルガノシランを挙げることができる。
【００４６】
【化７】

【００４７】
　このようなジアルキルシロキシ系の加水分解性オルガノシランとしては、例えば下記に
示す構造のものを挙げることができる。
【００４８】
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【００４９】
　ｎを有機系反射防止層１２の屈折率、λを使用する光の波長帯の波長とすると、有機系
反射防止層１２の厚さｄは、有機系反射防止層１２の表面で反射する光と透光性基材１１
の表面で反射する光とが弱め合う条件の
　ｄ＝λ／（４×ｎ）　　　　の式から求められる。
　つまり、有機系反射防止層１２の使用する光の波長帯の波長λと反射率Ｒ（％）との関
係において、最も反射率Ｒの小さな波長λの値λｏを選び、この波長λｏと既知の屈折率
ｎを前記式に代入して厚さｄを求める。
　例えば、有機系反射防止層１２の使用する光の波長帯の波長λと反射率Ｒ（％）との関
係を示す図２において、反射率Ｒが最も小さい波長λoは４９０ｎｍである。屈折率ｎを
従来の真空蒸着法で成膜される反射防止膜と同じ屈折率の１．３６とすると、上記の式か
ら、厚さｄは９０ｎｍとなる。
　有機系反射防止層１２の厚さｄは、６７ｎｍ≦ｄ≦１５１ｎｍとなる。種々の光学素子
１により使用する波長帯が相違するので、具体的な範囲が異なる。
　例えば、光学素子１が液晶プロジェクターやデジタルカメラで使用されるものである場
合には、８０ｎｍ≦ｄ≦９２ｎｍ（ｄ＝８６ｎｍ中心±７％）であり、ブルーレイ対応の
ピックアップ装置で使用されるものである場合には、６７ｎｍ≦ｄ≦７７ｎｍ（ｄ＝７２
ｎｍ中心±７％）であり、ＤＶＤ対応のピックアップ装置で使用されるものである場合に
は、１１１ｎｍ≦ｄ≦１２７ｎｍ（ｄ＝１１９ｎｍ中心±７％）であり、ＣＤ対応のピッ
クアップ装置で使用されるものである場合には、１３１ｎｍ≦ｄ≦１５１ｎｍ（ｄ＝１４
１ｎｍ中心±７％）である。
【００５０】
（４．撥水膜）
　撥水膜１３は、フッ素を含有する有機ケイ素化合物からなる層である。フッ素を含有す
る有機ケイ素化合物は、下記の一般式（２）で表される含フッ素シラン化合物を用いるこ
とが好ましい。
【００５１】
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【化９】

【００５２】
　一般式（２）中のＲＧは炭素数１～１６の直鎖状または分岐状パーフルオロアルキル基
であるが、好ましくはＣＦ3－，Ｃ2Ｆ5－，Ｃ3Ｆ7－である。Ｘはヨウ素または水素、Ｙ
は水素または低級アルキル基、Ｚはフッ素またはトリフルオロメチル基である。Ｒ１７は
加水分解可能な基であり、例えばハロゲン、－ＯＲ１９、－ＯＣＯＲ１９、－ＯＣ（Ｒ１

９）＝Ｃ（Ｒ２０）2、－ＯＮ＝Ｃ（Ｒ１９）2、－ＯＮ＝ＣＲ２１が好ましい。ここで、
Ｒ１９は脂肪族炭化水素基または芳香族炭化水素基、Ｒ２０は水素または低級脂肪族炭化
水素基、Ｒ２１は炭素数３～６の二価の脂肪族炭化水素基である。
　Ｒ１８は水素または不活性な一価の有機基であるが、好ましくは、炭素数１～４の一価
の炭化水素基である。ａ、ｂ、ｃ、ｄは０～２００の整数であるが、好ましくは１～５０
であり、ｅは０または１である。ｍ及びｎは０～２の整数であるが、好ましくは０である
。ｐは１以上の整数であり、好ましくは１～１０の整数である。また、分子量は５×１０
2～１×１０5であるが、好ましくは５×１０2～１×１０4である。
　また、上記一般式（２）で示される含フッ素シラン化合物の好ましい構造のものとして
、下記一般式（３）で示されるものが挙げられる。下記式中、ｑは１～５０の整数を、ｍ
は０～２の整数、ｒは１～１０の整数を表す。
【００５３】
【化１０】

【００５４】
　一般式（２）、あるいは一般式（３）で表される含フッ素シラン化合物は、有機溶剤に
溶解し、所定濃度に調整した撥水処理液を用いて有機系反射防止層上に塗布する方法を採
用することができる。塗布方法としては、ディップコート法、スピンコート法、スプレー
法、フロー法、ドクターブレード法、ロールコート塗装、グラビアコート塗装、カーテン
フロー塗装、刷毛塗り等を用いることができる。
　有機溶剤としては、含フッ素シラン化合物の溶解性に優れるパーフルオロ基を有し、炭
素数が４以上の有機化合物が好ましく、例えば、パーフルオロヘキサン、パーフルオロシ
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クロブタン、パーフルオロオクタン、パーフルオロデカン、パーフルオロメチルシクロヘ
キサン、パーフルオロ－１，３－ジメチルシクロヘキサン、パーフルオロ－４－メトキシ
ブタン、パーフルオロ－４－エトキシブタン、メタキシレンヘキサフロライドを挙げるこ
とができる。また、パーフルオロエーテル油、クロロトリフルオロエチレンオリゴマー油
を使用することができる。
　有機溶剤で希釈するときの濃度は、０．０３～１ｗｔ％の範囲が好ましい。濃度が低す
ぎると十分な厚さの防汚層の形成が困難であり、十分な撥水撥油効果が得られない場合が
あり、一方、濃すぎると防汚層が厚くなり過ぎるおそれがあり、塗布後塗りむらをなくす
ためのリンス作業の負担が増すおそれがある。
　撥水膜１３の膜厚は、特に限定されないが、好ましくは、０．００１μｍ以上０．５μ
ｍ以下であり、より好ましくは０．００１μｍ以上０．０３μｍ以下である。
　なお、本実施形態では、撥水膜を真空蒸着法によって成膜するものでもよい。
【００５５】
　次に、光学素子の製造方法にかかる実施形態を図３及び図４に基づいて説明する。
　まず、有機系反射防止層１２をディップコート法で成膜する実施形態について、図３に
基づいて説明する。
　図３は光学素子１を製造するためのラインの概略を示す図である。
（成膜準備）
　図３（Ａ）に示される通り、予め製造された透光性基材１１を保持する保持治具２にセ
ットする。透光性基材１１の大きさは、縦横が５０ｍｍ×５０ｍｍである。
　保持治具２で保持された透光性基材１１を、図３（Ｂ）に示される洗浄装置３で洗浄す
る。透光性基材１１はアルカリ洗浄処理された後に、洗浄装置３で純水洗浄され、その後
、乾燥、放冷される。
【００５６】
　その後、図３（Ｃ）で示される通り、透光性基材１１にハードコート層用組成物を塗布
する。
（ハードコート層用組成物の調合）
　ブチルセロソルブ１０００重量部を取り、γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラ
ン１２００重量部を加えて十分攪拌した後、０．１モル／リットル塩酸３００重量部を添
加して一昼夜攪拌を続け、シラン加水分解物を得た。このシラン加水分解物中にシリコー
ン系界面活性剤（日本ユニカー（株）製；商品名Ｌ－７００１）３０重量部を加えて１時
間撹拌した後、酸化チタン、酸化スズ、酸化ケイ素を主体とする複合微粒子ゾル（ルチル
型結晶構造、メタノール分散、触媒化成工業（株）製；商品名オプトレイク１１２０Ｚ　
８ＲＵ―２５、Ａ１７）７３００重量部を加え２時間撹拌混合した。次いでエポキシ樹脂
（ナガセ化成（株）製、商品名デナコールＥＸ－３１３）２５０重量部を加えて２時間攪
拌した後、鉄（III）アセチルアセトナート２０重量部を加えて１時間攪拌し、２μｍの
フィルターでろ過を行い、ハードコート層用組成物を得た。調合されたハードコート層用
組成物を溶液槽４１に収納しておく。
【００５７】
（ハードコート層用組成物の塗布）
　保持治具２で保持された透光性基材１１を溶液槽４１に収納されたハードコート層用組
成物に浸漬（ディッピング）し、１００ｍｍ／min以上６００ｍｍ／min以下、例えば、１
５０ｍｍ／minの引き上げ速度で引き上げる。
（焼成）
　図３（Ｄ）に示される通り、ハードコート層用組成物が塗布された透光性基材１１を焼
成炉４２に投入する。焼成炉４２の内部において、透光性基材１１が所定温度で加熱され
る。この加熱温度は、反射防止膜用組成物の組成、透光性基材１１の耐熱性等を考慮して
決定されるが、４０℃以上２００℃以下、例えば、１５０℃である。透光性基材１１は焼
成炉４２の内部を所定時間かけて移動する。
　これにより、透光性基材１１の主面にハードコート層ＨＣが形成されることになる。
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【００５８】
　その後、図３（Ｅ）で示される通り、透光性基材１１のハードコート層ＨＣに反射防止
膜用組成物を塗布する。
（溶液：反射防止層用組成物の調合）
　「Ａ１成分」の有機ケイ素化合物を有機溶剤で希釈し、そこに「Ａ２成分」の有機ケイ
素化合物を添加する。さらに、「Ａ３成分」のシリカ系微粒子を有機溶剤中にコロイド状
に分散したものを添加する。その後、必要に応じ、硬化触媒、光重合開始剤、酸発生剤、
界面活性剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤等を添加して十分に撹拌し、その後、硝酸水溶液
、又は薄い塩酸、酢酸等を添加して加水分解を行う。
　このとき、硬化後の固形分に対する希釈濃度は、固形分濃度として０．５～１５重量％
、例えば、２重量％である。固形分濃度が１５重量％を越えた場合には、ディピング法で
引き上げ速度を遅くしても、所定の膜厚を得ることが困難であり、有機系反射防止層１２
の厚さｄが必要以上に厚くなってしまう。また、固形分濃度が０．５重量％に満たない場
合には、ディピング法で引き上げ速度を速くしても、厚さｄが必要よりも薄くなる。
　調合された反射防止膜用組成物をポット４に収納しておく。
（反射防止膜用組成物の塗布）
　保持治具２で保持された透光性基材１１をポット４に収納された反射防止膜用組成物に
浸漬（ディッピング）し、１００ｍｍ／min以上６００ｍｍ／min以下、例えば、１５０ｍ
ｍ／minの引き上げ速度で引き上げる。
【００５９】
（焼成）
　図３（Ｆ）に示される通り、反射防止膜用組成物が塗布された透光性基材１１を焼成炉
５に投入する。焼成炉５の内部において、透光性基材１１が所定温度で加熱される。この
加熱温度は、反射防止膜用組成物の組成、透光性基材１１の耐熱性等を考慮して決定され
るが、５０℃以上２００℃以下、例えば、１５０℃である。透光性基材１１は焼成炉５の
内部を３分から８分の間、例えば、５分かけて移動する。つまり、透光性基材１１に塗布
された反射防止膜用組成物は所定温度、例えば、１５０℃で、所定時間、例えば、５分間
加熱されることになる。
　図３（Ｇ）に示される通り、焼成炉５から搬出された透光性基材１１はその両主面に有
機系反射防止層１２が形成されたことになり、光学素子１として完成する。完成した光学
素子１の有機系反射防止層１２の水での接触角を測定したところ、８０°より大きいもの
であった。これに対し、無機系材料からなる従来の反射防止膜の接触角を測定したところ
１５°より小さいものであった。
　なお、本実施形態では、有機系反射防止層１２の表面に撥水膜１３を必要に応じて設け
てもよい。
【００６０】
　次に、有機系反射防止層１２をスピンコート法で成膜する実施形態について、図４に基
づいて説明する。
　図４は光学素子１を製造する方法を説明するための概略を示す図である。
（成膜準備）
　保持治具２で保持された透光性基材１１を、図４（Ａ）に示される洗浄装置３で洗浄す
る。つまり、ディップコート法の場合と同様に、透光性基材１１をアルカリ洗浄した後に
、純水洗浄し、その後、乾燥、放冷する。
【００６１】
（ハードコート層用組成物の塗布）
　その後、図３の実施形態と同様に調合されたハードコート層用組成物をスピンコート法
で透光性基材１１の主面に塗布する。
　つまり、図４（Ｂ）で示される通り、回転テーブル６１０の上に透光性基材１１を載置
し、透光性基材１１の主面にノズル６２０から反射防止膜用組成物である溶液を０．５ｍ
ｌ以上１．５ｍｌ以下、例えば、１ｍｌ滴下し、その後、回転テーブル６１０によって透
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光性基材１１を回転速度１０００ｒｐｍ以上２０００ｒｐｍ以下、例えば、１５００ｒｐ
ｍで、１０秒以上３０秒以下の間、例えば、２０秒間回転させる。
（焼成）
　図４（Ｃ）に示される通り、ハードコート層用組成物が塗布された透光性基材１１を焼
成炉４２に投入する。焼成条件は、ディップコート法と同じである。
　透光性基材１１の両主面に有機系反射防止層１２を形成する場合には、ハードコート層
ＨＣが形成されていない透光性基材１１の主面に、図４（Ｂ）で示すハードコート層用組
成物の塗布、図４（Ｃ）で示される焼成を実施する。
　焼成炉４２から搬出された透光性基材１１はその両主面あるいは１つの主面にハードコ
ート層ＨＣが形成された。
【００６２】
（反射防止膜用組成物の溶液の塗布）
　その後、図３の実施形態と同様に調合された溶液、つまり、反射防止層用組成物をスピ
ンコート法で透光性基材１１のハードコート層ＨＣの主面に塗布する。
　つまり、図４（Ｄ）で示される通り、回転テーブル６１の上に透光性基材１１を載置し
、透光性基材１１に形成されたハードコート層ＨＣの主面にノズル６２から反射防止膜用
組成物を０．５ｍｌ以上１．５ｍｌ以下、例えば、１ｍｌ滴下し、その後、回転テーブル
６１によって透光性基材１１を回転速度１０００ｒｐｍ以上２０００ｒｐｍ以下、例えば
、１５００ｒｐｍで、１０秒以上３０秒以下の間、例えば、２０秒間回転させる。
（焼成）
　図４（Ｅ）に示される通り、反射防止膜用組成物が塗布された透光性基材１１を焼成炉
５に投入する。焼成条件は、ディップコート法と同じである。
　透光性基材１１の両主面に有機系反射防止層１２を形成する場合には、有機系反射防止
層１２が形成されていない透光性基材１１の主面に、図４（Ｄ）で示す反射防止膜用組成
物の塗布、図４（Ｅ）で示される焼成を実施する。
　焼成炉５から搬出された透光性基材１１はその両主面あるいは１つの主面にディップコ
ート法と同様の接触角を有する有機系反射防止層１２が形成された。なお、有機系反射防
止層１２の表面に撥水膜１３を必要に応じて設けてもよい。
【００６３】
　従って、本実施形態では、次の作用効果を奏することができる。
（１）無機系材料からなる透光性基材１１に無機系材料からなるハードコート層ＨＣを設
け、このハードコート層ＨＣに有機系反射防止層１２を設け、この有機系反射防止層１２
を、有機ケイ素化合物、エポキシ基含有有機化合物及び中空シリカを含有し、シロキサン
（Ｓｉ－Ｏ）結合を含む原子構造を有するＳｉ骨格と、Ｓｉ骨格に結合する脱離基とを含
み、Ｓｉ骨格のうち脱離基が脱離したＳｉ骨格の未結合手が活性手となってシロキサン結
合又は共有結合で透光性基材１１の主面と接合する構成としたから、成膜のために真空蒸
着法を用いることの不都合を回避できる。つまり、成膜時に透光性基材１１の主面にゴミ
や塵等が付着する要素が大幅に減るため、光学素子１の有機系反射防止層１２に欠陥が生
じることを防止することができ、さらに、有機系反射防止層１２は、その接触角が無機系
材料の反射防止膜の接触角より大きな値であるため、防塵効果が無機系の反射防止膜より
大きくなり、ゴミや塵等の付着がしにくいものとなる。しかも、有機系反射防止層１２に
チタン及びランタンの混合酸化が含まれないから、材料中に不純物として放射線元素であ
るウラン（Ｕ）、トリウム（Ｔｈ）が含まれることがなく、光学素子１に近接配置される
電気部品に悪影響を及ぼすことがない。
【００６４】
（２）有機系反射防止層１２の厚さｄを、ｄ＝λ／（４×ｎ）の式を満たすようにして設
定したから、反射防止効果の高い有機系反射防止層１２を提供することができる。
（３）有機系反射防止層１２の厚さｄを、光学素子１が液晶プロジェクターやカメラで使
用されるものである場合には、８０ｎｍ≦ｄ≦９２ｎｍとし、ブルーレイ対応のピックア
ップ装置で使用されるものである場合には、６７ｎｍ≦ｄ≦７７ｎｍとし、ＤＶＤ対応の
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ピックアップ装置で使用されるものである場合には、１１１ｎｍ≦ｄ≦１２７ｎｍとし、
ＣＤ対応のピックアップ装置で使用されるものである場合には、１３１ｎｍ≦ｄ≦１５１
ｎｍとしたから、各種の光学製品に対応して有機系反射防止層１２の反射防止効果が高い
ものとなった。
【００６５】
（４）透光性基材１１の無機系材料を、比較的入手しやすい、水晶、リチウムナイオベー
ト及びガラスのいずれかとしたから、光学素子１を容易に製造することができる。
（５）透光性基材１１を複屈折板とすれば、複屈折板の防塵効果を高いものにできる。
【００６６】
（６）反射防止膜用組成物からなる溶液を無機系材料からなるハードコート層ＨＣにディ
ップコート法を用いて有機系反射防止層１２を形成すれば、真空蒸着法に比べて、成膜管
理が簡単となり、光学素子１を容易に製造することができる。つまり、ハードコート層Ｈ
Ｃが形成された透光性基材１１を反射防止膜用組成物に浸漬するだけでよいから、真空蒸
着法のように、複雑な工程を得る必要がなくなる。
（７）反射防止膜用組成物を無機系材料からなるハードコート層ＨＣにスピンコート法を
用いて有機系反射防止層１２を形成すれば、ディップコート法に比べて、有機系反射防止
層１２の膜厚調整を容易に行える。つまり、透光性基材１１の回転速度、回転時間、透光
性基材１１に滴下する反射防止膜用組成物の量を調整することで、有機系反射防止層１２
の厚さｄを容易にコントロールすることができる。
【００６７】
（８）透光性基材１１を洗浄した後に、透光性基材１１にディップコート法あるいはスピ
ンコート法を用いてしてハードコート層ＨＣと有機系反射防止層１２を成膜することで、
真空蒸着法と比較して工程数や洗浄から成膜されるまでの時間が少なくなるため、透光性
基材１１の主面にゴミや塵がついていない状態で成膜することになり、この点からも、有
機系反射防止膜１２の欠陥をなくすことができる。
（９）有機系反射防止層１２の上にフッ素系の撥水膜１３を設ければ、この点からも、光
学素子１の防塵性能を向上することができる。
【００６８】
　前述の光学素子１が組み込まれた撮像装置の実施形態を図５に基づいて説明する。
　図５には本実施形態で製造された光学素子が組み込まれた撮像装置が示されている。
　図５において、撮像装置１００Ａはデジタルカメラ、ビデオカメラ、電子スチルカメラ
、その他のカメラに用いられるものであり、互いに対向配置された撮像アッセンブリー１
０１及び光学ローパスフィルター群１０２を備えている。
　撮像アッセンブリー１０１は、セラミック製の容器１０３と、この容器１０３の中央部
分に設けられた板状の撮像素子１０４と、この撮像素子１０４に対向して配置され容器１
０３に外縁部が接着固定されたリッド１０５とを備えている。撮像素子１０４はＣＣＤや
Ｃ－ＭＯＳ等から構成されるものである。
　光学ローパスフィルター群１０２は、複屈折板１０６、赤外線吸収ガラス１０７、１／
４波長板１０８及び複屈折板１０６等から構成される。
　リッド１０５、複屈折板１０６、赤外線吸収ガラス１０７及び１／４波長板１０８等の
撮像装置１００を構成する部材、さらには、撮像装置１００以外であって、デジタルカメ
ラ、その他のカメラに設けられる図示しない光学製品は本実施形態の光学素子１である。
【００６９】
　従って、本実施形態では次の作用効果を奏することができる。
（１０）有機系反射防止膜１２が透光性基材１１の主面に設けられた光学素子１と、撮像
素子１０４と、撮像素子１０４を収納する容器１０３とを備えて撮像装置１００Ａを構成
したから、光学素子１の有機系反射防止膜１２に欠陥がなく、防塵効果が高いことから、
欠陥やゴミ等が撮像素子１０４に写り込むことを防止できる。
【００７０】
　前述の光学素子１が組み込まれた電子機器の実施形態を図６から図８に基づいて説明す
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る。
　図６には電子機器の一例として、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ等のカ
メラの概略が示されている。
　図６において、電子機器としてのカメラ１００は、前述の撮像装置１００Ａと、この撮
像装置１００Ａより光入射側に配置されるレンズ１００Ｂと、撮像装置１００Ａの出射側
に配置された本体部１００Ｃとを含んで構成される。
　本体部１００Ｃには、撮像信号の補正等を行う信号処理部、撮像信号を磁気テープ等の
記録媒体に記録する記録部及びこの撮像信号を再生する再生部、再生された映像を表示す
る表示部など各種の構成要素が含まれる。
【００７１】
　撮像装置１００Ａは、収納ケース１０９を備えている。
　この収納ケース１０９には、前述の撮像アッセンブリー１０１と、駆動部１００Ｄとが
設けられている。駆動部１００Ｄは撮像素子１４０を駆動する。
　撮像アッセンブリー１０１は、容器１０３、撮像素子１０４及びリッド１０５を備えて
構成されており、図６には、容器１０３には、リッド１０５を保持する窓１０３Ａが設け
られている。
【００７２】
　図７には電子機器の一例としての液晶プロジェクターの概略が示されている。
　図７において、プロジェクター２００は、インテグレーター照明光学系１１０と、色分
離光学系１２０と、リレー光学系１３０と、電気光学装置１４０と、投写レンズ１５０と
を備えている。
　インテグレーター照明光学系１１０は、光源１１１と、第１レンズアレイ１１２と、第
２レンズアレイ１１３と、偏光変換素子１１４と、重畳レンズ１１５とを備えている。こ
のインテグレーター照明光学系１１０は、電気光学装置１４０を構成する３枚の透過型液
晶パネル１４１（赤、緑、青の色光毎にそれぞれ液晶パネル１４１Ｒ，１４１Ｇ，１４１
Ｂとする）の画像形成領域をほぼ均一に照明する。
【００７３】
　色分離光学系１２０は、２枚のダイクロイックミラー１２１，１２２と、反射ミラー１
２３とを備えている。この色分離光学系１２０は、ダイクロイックミラー１２１、１２２
によりインテグレーター照明光学系１１０から射出された複数の部分光束を赤（Ｒ）、緑
（Ｇ）、青（Ｂ）の３色の色光に分離する。
　ダイクロイックミラー１２１及び反射ミラー１２３は、青色光を透過型液晶パネル１４
１Ｂに導く。
　ダイクロイックミラー１２２は、ダイクロイックミラー１２１を透過した赤色光と緑色
光のうちで緑色光を、フィールドレンズ１５１を通して、透過型液晶パネル１４１Ｇに導
く。
　リレー光学系１３０は、ダイクロイックミラー１２２を透過した赤色光を、入射側レン
ズ１３１と、リレーレンズ１３３と、反射ミラー１３２、１３４とを通して、赤色光を透
過型液晶パネル１４１Ｒに導く。
【００７４】
　電気光学装置１４０は、入射された光束を画像情報に応じて変調してカラー画像を形成
する。この電気光学装置１４０は、透過型液晶パネル１４１Ｒ，１４１Ｇ，１４１Ｂと、
各透過型液晶パネル１４１Ｒ，１４１Ｇ，１４１Ｂの光入射面に設けられる本実施形態の
光学素子である防塵ガラス１と、クロスダイクロイックプリズム１４２とを備えている。
　防塵ガラス１は、光源１１１とクロスダイクロイックプリズム１４２との間の光路に配
置され、クロスダイクロイックプリズム１４２は、色光毎に変調された光学像を合成して
カラー画像を形成する。
　投写レンズ１５０は、クロスダイクロイックプリズム１４２にて形成されたカラー画像
を拡大して投写する。
【００７５】



(24) JP 2013-218172 A 2013.10.24

10

20

30

40

50

　図８には電子機器の一例としての光ピックアップ装置の概略が示されている。
　図８において、光ピックアップ装置３００は、焦点位置の異なる３種の光記録媒体であ
る光ディスク（ＣＤ３０１、ＤＶＤ３０２、ＢＤ３０３）に対して互いに波長の異なる３
種類のレーザービームを照射し、それぞれ所定の信号を検出するように構成されている。
　具体的には、光ピックアップ装置３００は、ＣＤ３０１に関する光学系として、レーザ
ー光を発生するレーザーダイオード３１０、コリメートレンズ３１１、本実施形態の光学
素子としての偏光ビームスプリッター１、レンズ３１３、ダイクロイックプリズム３１４
、１／４波長板３１５、開口フィルター３１６、対物レンズ３１７、及びＣＤ３０１のデ
ータピットから反射された反射レーザー光を受光し、電気信号に変換することにより前記
データピットに書き込まれた信号を検出する信号検出系３１８を含んで構成される。
【００７６】
　光ピックアップ装置３００は、ＤＶＤ３０２に関する光学系として、レーザービームを
発生するＬＤ３２１、レンズ３２２、偏光ビームスプリッター１、及びレーザービームで
ＤＶＤ３０２のデータピットから反射された反射レーザー光を受光し、電気信号に変換す
ることにより前記データピットに書き込まれた信号を検出する信号検出系３２３を含んで
構成される。
　光ピックアップ３００は、ＢＤ３０３に関する光学系として、レーザービームを発生す
るＬＤ３３１、レンズ３３２、偏光ビームスプリッター１、レンズ３３３、ダイクロイッ
クプリズム３３４及びレーザービームでＢＤ３０３のデータピットから反射された反射レ
ーザー光を受光し、電気信号に変換することにより前記データピットに書き込まれた信号
を検出する信号検出系３３５を含んで構成される。
　偏光ビームスプリッター１の概略構成は基板の形状を除いては図１で示される光学素子
１と同じである。
【００７７】
（１１）有機系反射防止層１２が透光性基材１１の主面に設けられた光学素子１を備えて
電子機器、つまり、カメラカメラ１００、液晶プロジェクター２００及び光ピックアップ
装置３００を構成したため、ゴミ等が写り込まない高品質の電子機器を提供することがで
きる。
【００７８】
　なお、本発明は、前述した一実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成
できる範囲で以下に示される変形をも含む。
　例えば、前記実施形態では、透光性基材１１を板状のものとしたが、本発明では、球面
を有するものとしてもよい。つまり、本発明の光学素子は、複屈折板やリッド等の平板状
のものに限定されるものではなく、電子機器に利用されるレンズにも適用することができ
る。
　また、成膜前に実施する透光性基材１１の洗浄工程は複数枚の透光性基材１１を籠等に
収納して一度に実施するものでもよい。
　さらに、ハードコート層用組成物の塗布方法として、前記実施形態では、ディッピング
法とスピンコート法を用いたが、本発明では、スプレーコート法、ロールコート法、ある
いは、フローコート法を用いることができる。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
　本発明は、光学素子を有するデジタルカメラ、液晶プロジェクター、光ピックアップ装
置等の電子機器に利用することができる。
【符号の説明】
【００８０】
　１…光学素子、１１…透光性基材、１２…有機系反射防止層、ＨＣ…ハードコート層、
１００，２００，３００…電子機器、１００Ａ…撮像装置、１０３…容器、１０４…撮像
素子、１０５…リッド、１０６…複屈折板、１０７…赤外線吸収ガラス、１０８…１／４
波長板
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